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大
名
領
国
制
の
展
開
に
お
い
て
、
戦
国
大
名
が
封
建
的
土
地
所
有
権
を
吸
収
し
つ
つ
領
国
の
一
円
的
支
配
を
推
し
進
め
て
い
く
と
き
、
蔵
入

地
（
直
轄
領
）
の
存
在
と
機
能
が
大
名
権
力
の
強
弱
を
示
す
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
国
大
名
の

領
国
支
配
を
克
服
し
、
全
国
統
一
支
配
を
確
立
し
た
の
は
織
豊
政
権
で
あ
る
が
、
豊
臣
政
権
が
戦
国
大
名
権
力
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
は

兵
農
分
離
と
石
高
制
を
基
礎
と
す
る
近
世
封
建
社
会
の
基
本
構
造
が
確
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
秀
吉
が
全
国
的
に
蔵

入
地
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
諸
大
名
に
対
し
て
政
治
的
・
経
済
的
優
位
を
示
す
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
と
承
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
豊
臣
政
権
を
継
承
し
、
わ
が
国
封
建
社
会
の
最
高
の
段
階
を
示
す
幕
藩
制
社
会
が
確
立
す
る
が
、
こ
の
場
合
幕
藩
領
主
ｌ
農

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
っ

は
じ
め
に

六五四三二一
、、､、、、

は
じ
め
に

直
轄
領
の
存
在
形
態

直
鰭
領
の
拡
充

直
轄
領
と
上
方
・
関
東
支
配

直
轄
領
と
七
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分
布

元
禄
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分
布

享
保
期
の
地
域
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布
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い

て
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直
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江
戸
幕
府
の
直
轄
領
（
天
領
）
は
、
関
東
を
中
心
に
ほ
ぼ
全
国
に
散
在
し
、
徳
川
一
門
・
譜
代
大
名
領
・
旗
本
領
と
並
ん
で
政
治
・
軍
事
上

の
重
要
地
域
に
分
布
し
、
ま
た
、
幕
府
の
経
済
的
基
礎
が
基
本
的
に
は
こ
の
直
轄
領
の
年
貢
収
入
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
幕
府
権
力
存
立
の

物
質
的
基
盤
と
し
て
注
Ⅲ
す
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
た
。
封
建
領
主
の
経
済
的
基
礎
は
封
建
的
大
土
地
所
有
に
お
か
れ
て
お
り
、
直
轄
領
は
当

然
、
封
建
地
代
を
生
承
だ
す
士
地
を
さ
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
江
戸
幕
府
の
場
合
は
、
そ
の
他
に
築
城
・
架
橋
、
主
要
都
市

建
設
の
資
材
の
供
給
源
で
あ
る
山
林
地
域
、
騰
場
な
ど
の
草
原
地
域
、
交
通
・
運
輸
の
結
節
点
で
あ
る
都
市
・
港
湾
・
河
川
、
貨
幣
鋳
造
に
直

（
１
）

結
す
る
鉱
山
、
さ
ら
に
牧
場
も
直
轄
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
直
轄
領
は
量
的
優
位
の
承
な
ら
ず
、
多
彩
な
存
在
形
態
が

財
政
維
持
の
主
要
な
条
件
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
直
轄
領
は
巨
視
的
に
承
る
な
ら
ば
、
領
主
的
土
地
所
有
を
前
提

と
し
た
豊
饒
な
農
業
生
産
地
帯
、
商
品
作
物
生
産
地
帯
お
よ
び
有
力
な
金
銀
採
掘
地
（
鉱
山
）
に
成
立
し
、
各
大
名
領
間
に
散
在
入
組
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
名
・
社
寺
の
統
制
に
重
要
な
機
能
を
発
揮
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

豊
臣
政
権
の
蔵
入
地
支
配
は
、
番
城
守
衛
大
名
の
城
付
蔵
入
地
方
式
、
ま
た
大
名
領
内
の
一
部
を
蔵
入
分
と
し
、
当
該
大
名
に
所
轄
さ
せ
る

（
２
）

大
名
預
け
地
方
式
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
鴬
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
江
戸
幕
府
直
轄
領
の
管
掌
は
、
戦
国
大
名
あ
る
い
は
豊
臣
政
権
の
蔵

入
地
支
配
方
針
を
先
鋭
と
し
な
が
ら
も
、
在
地
性
の
強
い
給
人
代
官
の
支
配
を
改
変
し
つ
つ
、
し
だ
い
に
代
官
の
直
属
吏
僚
化
に
よ
る
直
幡
方

式
を
中
核
と
し
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
大
名
預
け
地
方
式
は
、
む
し
ろ
直
職
領
拡
充
の
補
充
的
役
割
を
果
た
す
存
在
に
な
っ

太
閤
蔵
入
地
は
、
豊
臣
政
権
に
お
け
る
強
大
な
軍
事
力
と
と
も
に
兵
農
分
離
を
促
進
し
、
石
高
制
に
基
く
封
建
的
土
地
所
有
の
確
立
の
な
か

で
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
と
く
に
信
長
の
遺
領
を
直
轄
化
す
る
と
と
も
に
、
最
も
生
産
力
の
高
い
摂
津
・
河
内
・
和
泉
を
中
心
と
す

る
畿
内
近
国
に
蔵
入
地
を
集
中
さ
せ
、
征
服
地
に
は
必
ず
一
定
量
の
蔵
入
地
を
新
設
す
る
全
国
的
分
布
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

た
の
で
あ
る
。

民
の
階
級
関
係
を
支
柱
と
し
な
が
ら
、
江
戸
幕
府
直
轄
領
（
天
領
）
の
量
的
優
位
と
存
在
形
態
の
多
様
性
が
、
諸
藩
を
従
属
さ
せ
る
有
力
な
条

件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
と
く
に
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
の
解
明
の
一
環
と
し
て
、

地
方
支
配
機
構
と
の
関
連
の
上
で
直
轄
領
の
拡
大
と
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
考
察
し
て
承
る
こ
と
に
し
た
い
。

法
政
史
学
第
二
十
五
号

『
幕
府
直
轄
領
の
存
在
形
態
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（
３
）

総
石
高
は
「
慶
長
一
一
一
年
検
地
目
録
」
・
「
慶
長
一
一
一
年
蔵
納
目
録
」
に
よ
る
と
、
全
国
検
地
高
一
八
五
○
万
石
余
の
う
ち
、
そ
の
一
一
一
・
二
％
に

当
る
一
一
一
一
一
一
一
万
石
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
蔵
入
地
の
集
積
度
は
、
畿
内
・
近
国
が
七
○
％
に
及
び
、
さ
ら
に

（
４
）

筑
前
・
豊
後
の
西
国
に
多
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

一
般
に
豊
臣
政
権
は
畿
内
・
近
国
に
主
た
る
基
盤
を
お
く
畿
内
政
権
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
江
戸
幕
府
の
場
合
は
関
東
・

奥
羽
に
基
盤
を
お
く
東
国
政
権
で
あ
る
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
局
、
幕
府
の
政
治
的
根
拠
地
が
関
東
に
存
在
し
た
ば
か
り
で

（
５
）

な
く
、
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
か
ら
ｊ
も
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
（
１
）
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
二
八
九
頁
。

（
２
）
岩
沢
慰
彦
「
山
城
・
近
江
に
お
け
る
豊
臣
氏
の
蔵
入
地
に
つ
い
て
」
『
歴
史
学
研
究
』
二
八
八
号
。
山
口
啓
二
「
豊
臣
政
権
の
成
立
と
領
主
経
済

の
構
造
」
Ｓ
日
本
経
済
史
大
系
３
近
世
上
』
七
七
頁
以
下
）
。
朝
尾
直
弘
「
豊
臣
政
権
論
」
（
『
岩
波
講
座
「
日
本
歴
史
」
９
近
世
１
』
一
八
五

頁
以
下
）
。
森
山
恒
雄
「
九
州
に
お
け
る
豊
臣
氏
直
轄
領
の
一
形
態
」
Ｓ
東
海
史
学
』
２
号
）
。

（
３
）
『
大
日
本
租
税
志
』
所
収
。
『
日
本
賦
税
』
（
内
閣
文
庫
所
蔵
）
。

（
４
）
山
口
啓
二
前
掲
書
六
一
一
一
頁
以
下
。
大
石
・
津
田
・
逆
井
・
山
本
『
日
本
経
済
史
論
』
一
一
六
’
一
一
一
四
頁

（
５
）
村
上
直
「
江
戸
幕
府
直
轄
領
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」
昭
和
四
十
四
年
度
』
）
。

徳
川
氏
に
よ
る
中
国
筋
の
豊
臣
氏
の
蔵
入
地
の
接
収
は
、
関
東
筋
お
よ
び
東
海
筋
に
引
続
き
慶
長
五
年
二
月
、
代
官
頭
大
久
保
十
兵
衛
長

安
・
彦
坂
小
刑
部
元
正
を
石
見
国
大
森
銀
山
に
派
遣
し
、
同
年
代
官
間
宮
彦
次
郎
秀
直
を
美
濃
国
か
ら
但
馬
国
生
野
の
銀
山
奉
行
に
任
命
』
畑

（
３
）

と
き
に
は
じ
ま
る
。

っ
て
覇
権
が
確
立
す
る
が
、
こ
の
，（２
）

轄
領
の
拡
大
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。

徳
川
氏
の
関
東
入
国
当
時
の
蔵
入
地
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
所
領
伊
豆
・
相
模
・
武
蔵
。
上
総
・
下
総
・
上
野
の
六
か
国
二
四
○
万

（
１
）

石
余
の
う
ち
、
一
○
○
’
’
二
○
万
石
が
直
轄
化
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
徳
川
氏
は
慶
長
五
年
（
一
六
○
○
）
関
が
原
の
戦
に
よ

っ
て
覇
権
が
確
立
す
る
が
、
こ
の
と
き
没
収
高
六
一
三
万
石
余
が
論
功
行
賞
の
加
封
・
加
転
に
、
さ
ら
に
徳
川
一
門
や
譜
代
大
名
の
創
出
、
直

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

二
、
直
轄
領
の
拡
充

一一一
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幕
府
直
轄
領
の
支
配
は
、
概
ね
郡
代
・
代
官
支
配
地
、
遠
国
奉
行
戸
大
名
預
所
（
領
地
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
勘
定
奉

行
直
属
の
郡
代
・
代
官
支
配
が
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

幕
府
は
こ
の
よ
う
な
分
散
し
た
直
轄
領
を
掌
握
し
て
い
く
た
め
に
は
、
封
建
官
僚
制
に
立
脚
し
た
周
到
な
政
治
組
織
に
よ
っ
て
財
務
機
構
お

よ
び
地
方
行
政
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
代
官
の
職
務
は
、
幕
府
法
令
か
ら
み
て
年
貢
徴
収
が
主
要
な
任
務
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
代
官
は
徴
税
官
と
し
て
の
性
格
が
中
心
を
な
し
、
検
地
・
治
水
。
用
水
管
理
、
治
安
維
持
は
む
し
ろ
生
産
物
地
代
確
保

の
た
め
の
補
助
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
代
官
見
立
に
よ
る
幕
府
直
営
の
新
田
開
発
は
年
貢
量
の
増
大
の
た
め
直
轄
領
の
拡
充

を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
９
）

る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

法
政
史
学
第
二
十
五
号

四

（６）（５）
さ
ら
に
翌
六
年
一
一
一
月
一
一
一
日
、
石
見
国
銀
山
地
役
人
吉
岡
隼
人
を
伊
豆
国
湯
ヶ
島
に
派
遣
し
鉱
脈
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
北
国
筋
随
一

の
金
山
佐
渡
に
対
し
て
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
同
年
五
月
五
日
に
は
、
豪
商
代
官
田
中
清
六
を
佐
渡
奉
行
に
任
命
、
在
地
の
事
情
に
精
通
し
て
い

る
上
杉
旧
臣
河
村
彦
左
衛
門
と
共
に
鉱
山
採
掘
の
促
進
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
徳
川
氏
は
、
中
国
筋
・
北
国
筋
の
金
銀
山
を
敏
速
に
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
臣
氏
蔵
入
地
の
重
点
的
接
収
を
行
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
大
久
保
長
安
・
彦
坂
元
正
ら
の
代
官
頭
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
功
者
や
豪
商
代
官
の
行
動
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
豊
臣
政
権
の
政
治
的
根
拠
地
で
あ
る
畿
内
・
近
国
の
接
収
が
実
質
的
に
は
元
和
以
降
に

（
７
）

遅
れ
て
い
る
こ
と
は
、
徳
川
政
権
下
に
お
け
る
畿
内
の
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
幕
府
権
力
確
立
後
に
お
け
る
関
東
・
上
方
の
直
轄
領
の
支

配
に
も
関
連
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
直
轄
領
は
、
関
が
原
の
戦
を
機
と
し
て
、
豊
臣
蔵
入
地
の
接
収
を
中
心
に
、
関
東
以
外
の
地
域
に
急
速
に
分
布
し
て
い
く
が
、
慶

長
末
年
に
は
、
一
一
三
○
’
四
○
万
石
の
領
域
に
達
し
、
す
で
に
全
国
的
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
の
基
本
的
形
態
が
成
立
し
た
と
承
ら
れ
て
い
る

（
８
）

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
直
轄
領
の
規
模
は
、
漸
次
、
拡
大
の
方
向
が
と
ら
れ
な
が
ら
も
、
き
わ
め
て
流
動
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
大
名
の
改
易
・
転
封
の
打
出
分
、
新
大
名
・
旗
本
創
設
の
所
領
の
割
譲
は
直
轄
領
を
も
っ
て
当
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
存
在
は
固

定
的
な
し
の
で
な
く
、
と
き
ど
き
に
応
じ
て
異
な
っ
た
形
態
を
示
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
幕
府
権
力
と
密
接
な
関
係
に
あ

る
譜
代
大
名
領
。
旗
本
領
お
よ
び
直
轄
領
の
配
置
は
、
個
別
的
支
配
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
を
統
一
的
に
把
握
す
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幕
府
直
轄
領
は
、
宝
永
六
年
二
月
、
新
井
白
石
が
「
今
重
秀
（
勘
定
奉
行
荻
原
近
江
守
）
が
議
り
申
す
所
は
、
御
料
す
べ
て
四
百
万
石
、
歳

（
⑫
）

々
紬
ら
る
る
所
、
金
は
七
十
六
万
両
余
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
幕
藩
制
社
会
の
確
立
し
た
一
兀
禄
・
宝
永
期
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
四
○
○

万
石
に
達
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
石
高
は
『
癸
卯
雑
記
』
所
収
「
御
取
箇
辻
書
付
」
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
か
ら
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
、
さ
ら
に
幕
末
に
壷
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註
（
１
）
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
二
一
四
頁
。

（
２
）
藤
野
係
「
江
戸
幕
府
」
（
「
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
、
近
世
２
」
三
七
頁
）
。

（
３
）
村
上
直
「
近
世
初
期
に
お
け
る
石
見
銀
山
の
支
配
」
『
駒
沢
女
子
短
大
研
究
紀
要
』
二
号
。

（
４
）
太
田
虎
一
・
柏
村
儀
作
校
補
『
生
野
史
』
－
鉱
業
編
及
び
代
官
編
。

（
５
）
島
根
県
邑
智
郡
邑
智
町
内
田
、
吉
岡
家
文
書
。
吉
岡
隼
人
（
出
雲
）
宛
、
伝
隅
手
形
。

（
６
）
村
上
直
「
初
期
豪
商
田
中
清
六
正
長
に
つ
い
て
」
『
法
政
史
学
』
第
二
○
号
。
田
中
圭
一
『
佐
渡
金
山
史
』
。

（
７
）
朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
三
○
五
’
六
頁
。

（
８
）
北
島
正
元
前
掲
書
二
八
八
頁
。

（
９
）
藤
野
保
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
二
六
五
頁
。

（
、
）
所
理
喜
夫
「
元
禄
期
幕
政
に
お
け
る
「
元
禄
検
地
」
と
「
元
禄
地
方
直
し
」
の
意
義
」
『
史
潮
』
八
七
号
。

（
ｕ
）
大
谷
貞
夫
「
近
世
中
期
の
年
貢
増
徴
策
と
北
総
」
『
地
方
史
研
究
』
二
八
号
。

（
⑫
）
新
井
白
石
『
折
た
く
柴
の
記
』
（
岩
波
文
庫
本
九
九
頁
）
。

が
で
労
」
る
。

元
禄
検
地
は
、
各
々
幕
閣
の
直
接
の
指
令
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
基
本
的
に
は
直
轄
領
の
検
地
打
出
し
、
大
名
の
改
易
、
転

封
後
の
検
地
に
よ
る
直
轄
領
の
増
大
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
元
禄
一
○
年
（
一
六
九
七
）
七
月
の
〃
地
方
直
し
〃
も

関
東
農
村
の
知
行
形
態
の
変
化
を
与
え
、
と
く
に
旗
本
領
よ
り
直
轄
領
へ
の
転
換
が
主
体
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
元
禄
の
幕
政
は
、
幕
府
直
轄
領
の
総
検
地
、
旗
本
知
行
替
え
に
よ
る
上
知
に
よ
っ
て
、
広
大
な
林
野
、
田
畑
を
新
ら
た
に
直
轄
領

へ
編
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
量
的
増
大
、
財
政
強
化
と
合
わ
せ
て
転
封
に
よ
る
大
名
統
制
を
策
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ

（
、
）

（
Ⅲ
）

る
。
さ
ら
に
享
保
期
に
お
い
て
も
、
関
東
の
場
〈
口
、
新
田
開
発
と
牧
場
開
発
、
流
作
場
お
よ
び
原
地
の
検
地
を
通
じ
拡
張
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

五
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初
期
関
東
の
直
轄
領
は
、
家
康
側
近
政
治
の
一
翼
を
形
成
し
た
代
官
頭
と
、
そ
れ
に
属
し
な
が
ら
年
貢
請
負
人
的
性
格
を
も
っ
て
陣
屋
支
配

を
行
な
っ
た
代
官
に
よ
り
、
他
方
、
幕
政
の
彦
透
の
薄
い
畿
内
・
近
江
の
先
進
地
域
で
は
豊
臣
政
権
以
来
の
代
官
的
豪
商
な
ど
を
中
心
に
各
々

管
掌
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
こ
う
し
た
幕
藩
制
社
会
の
確
立
過
程
に
お
け
る
代
官
制
度
の
展
開
を
次
の
よ
う
に
ゑ
て
い
き

た
い
と
思
う
。
①
代
官
頭
の
巨
大
な
在
地
支
配
力
が
幕
府
の
支
配
体
制
に
と
っ
て
栓
桔
化
し
、
そ
の
消
滅
を
は
か
る
慶
長
末
期
。
②
地
方
支
配

機
構
の
整
備
、
領
国
に
よ
る
代
官
的
豪
商
の
吏
僚
化
、
代
官
奉
行
が
ふ
ら
れ
る
寛
永
期
、
③
江
戸
周
辺
の
陣
屋
支
配
の
廃
止
に
よ
る
代
官
の
江

戸
定
府
が
促
進
さ
れ
る
元
禄
・
宝
永
期
、
④
代
官
所
経
費
の
改
定
（
口
米
制
の
廃
止
）
に
よ
る
代
官
の
直
属
吏
僚
化
が
確
定
し
て
い
く
享
保
一

○
年
以
降
。
こ
れ
ら
の
段
階
を
経
て
、
年
貢
請
負
人
的
性
格
を
も
っ
た
代
官
は
、
封
建
官
僚
制
に
基
づ
く
地
方
農
政
官
へ
と
改
変
さ
れ
て
い
つ

（
１
）

た
と
考
崖
え
る
の
で
あ
る
。

幕
府
直
轄
領
は
関
原
の
戦
後
、
関
東
を
中
心
に
全
国
的
分
布
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
豊
臣
氏
の
蔵
入
地
の
接
収
は
、
必
ず
し
も
自
動

的
に
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
四
月
の
西
国
大
名
か
ら
の
誓
詞
提
出
、
さ
ら
に
大
坂
の
陣
を
経
て
元
和
元
年

（
一
六
一
九
）
の
大
坂
城
直
轄
化
に
よ
り
、
漸
次
、
畿
内
、
西
国
へ
惨
透
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
畿
内
、
近
国
が

（
２
）

実
質
的
に
直
轄
領
と
し
て
比
重
を
高
め
る
の
は
、
一
兀
和
元
年
（
一
六
一
五
）
以
降
と
み
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
寛
永
年
間
、
幕
府
の
地
方

支
配
機
構
が
整
備
さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
も
、
な
お
支
配
管
轄
が
江
戸
と
京
坂
を
中
心
に
二
分
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
３
）

幕
府
は
寛
永
一
○
年
（
一
六
一
二
一
一
一
）
七
月
、
農
民
の
直
目
安
を
禁
じ
、
そ
れ
ま
で
公
認
さ
れ
て
い
た
代
官
の
弾
劾
権
を
消
滅
さ
せ
、
代
官
の

地
位
を
補
強
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
共
に
同
一
一
一
年
（
一
六
三
五
）
一
月
一
一
七
日
付
で
市
橋
下
総
守
吉
政
を
上
方
郡
奉
行
、
小
出
大
隅
守
三
伊

（
４
）

を
関
東
郡
奉
行
に
任
命
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
上
方
・
関
東
両
郡
奉
行
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
七
月
ま
で
存
在
す
る
が
、
そ
れ
以
後

は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

，
上
方
御
料
所
の
郡
奉
行
市
橋
吉
政
が
同
一
六
年
辞
職
。
遠
江
国
よ
り
東
方
を
支
配
し
た
郡
奉
行
小
出
一
一
一
伊
が
一
九
年
四
月
残
す
る
と
、
寛
永
一
九
年
一

法
政
史
学
第
二
十
五
号

（
凪
）
向
山
源
太
夫
（
誠
斎
）
「
癸
卯
雑
記
」
四
・
国
立
国
会
図
書
館
・
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
辻
達
也
・
松
本
四
郎
「
御
取
箇
辻
書
付
」
お
よ
び
「
御

年
貢
米
・
御
年
貢
金
其
外
諸
向
納
渡
書
付
」
に
つ
い
て
」
（
『
横
浜
市
立
大
学
論
叢
』
一
五
巻
人
文
科
学
系
列
第
三
号
）

三
、
直
轄
領
と
上
方
・
関
東
支
配

一ハ
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（
関
東
万
）

○
月
一
日
に
祁
批
畔
対
馬
守
吉
親
・
片
桐
石
見
守
貞
昌
東
・
西
郡
奉
行
仰
付
ら
る
」
（
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
巻
五
十
二
）
と
継
承
さ
れ
た
が
、
小
出
が
万

治
一
一
年
七
月
、
片
桐
が
寛
文
八
年
七
月
一
八
日
に
辞
職
す
る
と
「
以
後
跡
役
不
被
仰
付
相
止
ム
」
（
『
柳
営
補
任
』
巻
之
十
九
）
と
廃
止
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
幕
府
郡
奉
行
は
、
上
方
・
関
東
方
に
分
け
幕
府
直
轄
領
を
管
鰭
し
た
が
、
結
局
、
短
期
間
で
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
寛
永
一
一
一
年
（
一
六
三
五
）
一
一
月
に
は
関
東
代
官
、
農
民
の
公
用
・
訴
訟
に
つ
い
て
の
取
扱
い
と
、
勘
定
頭
松
平
右
衛
門
大
夫
正

（
５
）

綱
（
大
河
内
正
綱
）
ら
の
担
当
部
署
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
同
一
四
年
（
一
六
三
七
）
一
一
一
月
に
は
、
曽
根
源
左
衛
門
吉
次
の
評
定
所
へ

（
６
）

の
出
席
が
認
め
《
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
勘
定
頭
の
地
位
は
、
次
第
に
向
上
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
に
お
い
て
財
政
・
腱
政
の
最

高
職
制
は
、
勘
定
頭
（
勘
定
奉
行
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
直
属
す
る
役
所
は
勘
定
所
で
あ
る
。
幕
府
直
轄
領
の
支
配
は
、
地
方
支
配
機
構
の
整
備

と
共
に
、
老
中
ｌ
勘
定
頭
（
勘
定
奉
行
）
ｌ
郡
代
・
代
官
の
指
揮
系
統
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
同
一
五
年
（
一
六
三
八
）
’
二
月
、
幕

、
、

、
、
、

府
は
上
方
を
小
姓
組
武
藤
理
丘
〈
衛
安
信
・
勘
定
組
頭
諸
星
清
左
衛
門
盛
武
、
代
官
下
島
市
丘
〈
衛
政
真
、
勘
定
能
勢
四
郎
右
衛
門
頼
安
、
関
東
方

（
７
）

を
井
上
新
左
衛
門
・
井
上
宇
右
衛
門
・
糸
原
甚
左
衛
門
重
正
・
》
血
井
金
大
夫
永
重
に
各
会
計
を
司
る
べ
く
命
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
勘
定
所

の
臓
掌
を
上
方
・
関
東
方
に
二
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
直
轄
領
の
支
配
体
制
が
上
方
代
官
・
関
東
代
官
の
一
一
系
統
の
管
轄
に
よ
り
構

成
さ
れ
た
と
ふ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
八
月
、
幕
府
は
従
来
の
曽
根
吉
次
に
加
え
、
伊
丹
康
勝
入
道
順
斎
、
杉
浦
内
蔵
允
正
友
、
酒
井
和
泉
守
忠
吉
を

（
８
）

勘
定
頭
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勘
定
頭
を
正
式
の
職
制
と
し
て
制
度
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
直
轄
領
の
統
一
支
配

化
が
進
行
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
同
一
一
一
年
（
一
六
四
四
）
正
月
一
一
日
付
の
領
内
取
締
り
に
関
す
る
法
令
は
、
曽
根
。

（
９
）

杉
浦
・
伊
丹
・
酒
井
の
勘
定
頭
の
連
署
に
よ
り
〃
上
方
御
代
官
衆
中
〃
〃
関
東
方
御
代
官
衆
中
〃
宛
に
出
さ
れ
て
お
り
、
代
官
の
職
務
・
代
官

所
内
の
規
則
に
関
す
る
一
八
条
の
条
文
に
は
、
代
官
の
存
在
形
態
や
機
能
に
か
か
わ
る
貸
物
・
諸
簡
売
・
代
官
所
内
の
手
作
、
年
貢
地
払
の
各

禁
止
さ
ら
に
口
米
に
対
す
る
上
方
と
関
東
方
の
規
定
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
全
国
の
直
轄
領
支
配
は
、
勘
定
頭
に
統
一
さ
れ
な
が
ら
も
勘
定
所
・
代
官
所
の
機
能
は
、
上
方
・
関
東
方
の
管
掌
に
一
一
分
さ
れ

（
皿
）

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
宝
永
二
年
（
一
七
○
五
）
『
御
家
人
分
限
帳
』
（
内
閣
文
庫
所
蔵
）
に
１
も
、
上
方
御
代
官
衆
四
一
一
一
名
、
関
東

御
代
官
衆
一
一
○
名
と
し
、
計
六
三
名
の
代
官
名
と
知
行
が
分
別
し
て
記
載
さ
れ
、
同
七
年
「
統
一
武
鑑
』
に
よ
る
と
、
同
じ
く
上
方
代
官
四
一
一
一

（
ｕ
）

名
、
関
東
代
官
一
一
六
名
、
計
六
九
名
の
大
半
が
江
戸
に
屋
敷
を
，
も
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
宝
永
一
一
年
に
は
上
方

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

七
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き
る
が
、
元
禄
ｌ
享
保
銅

の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

代
官
の
う
ち
六
名
、
関
東
代
官
の
う
ち
一
一
一
名
の
計
九
名
の
承
が
地
方
知
行
で
あ
り
、
明
確
に
代
官
の
地
方
知
行
制
か
ら
蔵
米
知
行
制
へ
の
移
行

を
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
元
禄
検
地
の
実
施
に
続
き
、
元
禄
地
方
直
し
の
促
進
に
よ
っ
て
、
幕
府
代
官
は
給
人
的

性
格
が
払
拭
さ
れ
、
吏
僚
的
性
格
に
転
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
結
局
、
郡
代
・
代
官
が
封
建
的
官
僚
機
構
へ
し
だ
い

に
組
糸
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註
（
１
）
村
上
直
「
江
戸
幕
府
代
官
の
民
政
に
関
す
る
一
考
察
」
「
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
四
十
五
年
度
」
）
。

（
２
）
朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
一
一
一
○
五
’
六
頁
。
八
木
哲
浩
「
大
坂
周
辺
の
所
領
配
置
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
一
一
一
一
号
）
。

美
和
信
夫
「
慶
長
期
江
戸
幕
府
畿
内
支
配
の
一
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
七
編
三
号
）
。

（
３
）
『
武
家
厳
制
録
』
一
一
一
三
六
号
。
（
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
３
）

（
４
）
「
柳
営
補
任
」
巻
十
九
、
上
方
関
東
郡
奉
行
（
『
大
日
本
近
世
史
料
・
柳
営
補
任
』
五
八
五
頁
。
）
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
三
一
六
巻
他
。

（
５
）
『
徳
川
禁
令
老
』
前
集
第
二
、
一
四
一
一
一
’
四
頁
。

（
６
）
「
大
猷
院
殿
御
実
紀
」
巻
升
六
。
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
知
徳
川
実
紀
第
三
篇
八
○
頁
）
。

（
７
）
同
右
巻
州
九
（
同
右
、
二
九
頁
）
。

（
８
）
同
右
巻
五
十
一
（
同
右
二
八
四
頁
）
。

（
９
）
「
御
当
家
令
条
」
二
八
○
号
（
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
２
一
五
六
’
七
頁
）
。

（
、
）
村
上
直
「
江
戸
幕
府
直
轄
領
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
四
十
四
年
度
己
。

（
ｕ
）
村
上
直
『
天
領
』
一
一
一
三
頁
以
下
。

幕
府
直
轄
領
の
支
配
が
、
関
東
と
上
方
に
二
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
勘
定
所
の
機
能
か
ら
必
然
的
に
確
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

（
１
）

る
が
、
一
兀
禄
ｌ
享
保
期
の
美
濃
郡
代
・
勘
定
吟
味
役
を
勤
め
た
辻
六
郎
左
衛
門
守
参
の
草
案
を
集
録
し
た
『
地
方
要
集
録
』
の
冒
頭
に
は
次

法
政
史
学
第
二
十
五
号

四
、
直
轄
領
と
七
筋
分
布

八
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（
上
総
・
下
総
が
脱
か
）

一
、
関
八
州
は
武
蔵
・
相
模
・
上
野
・
下
野
・
常
陸
・
安
一
尻
二
外
伊
一
兄
・
甲
斐
を
入
、
出
羽
・
奥
州
。

右
之
分
を
於
二
御
勘
定
所
一
関
東
方
と
唱
来
申
侯
。

一
、
上
方
者
、
五
畿
内
山
城
・
大
和
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
外
に
近
江
・
丹
波
・
播
磨
此
三
ヶ
国
と
五
畿
内
を
入
、
五
畿
一
一
一
州
と
唱
来

申
侯
、
中
国
丹
後
、
但
馬
・
備
後
・
美
作
・
伊
予
・
讃
岐
・
直
島
・
小
豆
島
・
塩
飽
島
・
駿
河
・
遠
江
・
一
一
一
河
・
伊
勢
・
美
濃
・
伊

賀
・
越
後
・
越
前
・
蝿
鰍
白
山
・
能
登
・
飛
騨
・
佐
渡
・
石
見
・
隠
岐
・
肥
後
・
肥
前
・
日
向
・
豊
後
・
豊
前
。

右
之
分
於
一
一
御
勘
定
所
一
上
方
と
唱
来
り
申
候

こ
れ
に
よ
っ
て
、
関
東
方
。
上
方
の
区
分
は
、
勘
定
所
に
お
け
る
呼
称
が
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

（
２
）

こ
の
区
分
は
、
の
ち
の
『
地
方
凡
例
録
』
に
列
も
同
様
の
記
載
が
承
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
に
お
い
て
一
貫
し
た
区
分
方
法
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
『
地
方
凡
例
録
』
に
は
「
右
之
外
、
東
海
道
筋
・
中
国
筋
・
四
国
・
西
国
・
北
国
筋
と
も
す
べ
て
上
方
筋
と
唱

へ
、
上
方
・
関
東
と
ニ
ッ
ニ
分
る
と
き
は
、
右
の
拾
一
一
箇
国
〈
関
東
方
と
云
ひ
、
其
外
の
国
々
〈
都
て
上
方
筋
と
云
て
取
扱
ふ
こ
と
な
り
、
夫

を
委
し
く
分
て
い
ふ
と
ぎ
は
、
五
畿
内
・
東
海
道
筋
・
中
国
筋
・
北
国
・
四
国
・
西
国
筋
と
い
ふ
な
り
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
各
筋
に
分
け
て
地

域
的
分
布
を
定
め
る
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
関
東
、
上
方
の
他
、
直
轄
領
を
さ
ら
に
各
筋
に
分
け
る
方

（
３
）

法
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
九
月
所
定
の
年
一
貝
皆
済
期
日
の
定
書
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

中
国
筋

西
国
筋

畿
内
筋

、
享
保
一

海
道
筋

豊
後
・
豊
前
・
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・
日
向

美
作
・
備
中
・
但
馬
・
備
後
・
讃
岐
・
伊
予
・
隠
岐
・
石
見
・
丹
後

山
城
・
河
内
・
近
江
・
和
泉
・
摂
津
・
大
和
・
播
磨
・
丹
波

駿
河
・
遠
江
・
三
河
・
飛
馴
・
美
濃
・
伊
勢
・
甲
斐

醐
放
分
り
候
事

九
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関
東
と
上
方
の
区
分
に
つ
い
て
、
金
納
と
銀
納
地
域
に
よ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
『
享
保
十
四
年
酉
年
御
代
官
丼
御
預
所
御
物

（
６
）

成
納
払
御
勘
定
帳
』
に
よ
っ
て
、
蔵
納
分
の
取
立
物
成
を
み
る
と
、
主
と
し
て
金
納
は
関
東
・
奥
羽
・
海
道
筋
、
銀
納
は
中
国
・
西
国
筋
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
接
点
に
あ
る
近
江
・
山
城
・
大
和
・
河
内
・
摂
津
・
丹
波
・
美
作
・
備
中
・
伊
予
が
金
・
銀
納
の
併
用
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
金
納
・
銀
納
が
必
ず
し
も
関
東
方
・
上
方
の
区
分
の
厳
密
な
基
準
と
な
っ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
７
）

関
東
方
・
上
方
の
区
分
は
、
明
治
元
年
一
一
一
月
の
調
で
は
「
高
凡
四
百
万
石
、
御
料
所
総
高
」
そ
の
内
訳
は
関
東
八
州
・
駿
遠
一
二
信
甲
州
・
其

他
諸
国
御
料
所
に
分
ら
れ
て
お
り
、
註
記
に
「
又
関
東
筋
・
上
方
筋
と
大
別
す
る
時
は
関
東
十
二
州
の
外
す
べ
て
上
方
と
称
す
る
事
あ
り
と
い

ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
幕
末
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
関
東
方
・
上
方
の
区
分
が
基
準
に
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

武
蔵
・
上
野
・
下
野
・
上
総
・
下
総
・
安
一
尻
・
常
陸
・
相
模
・
伊
豆

こ
れ
に
よ
り
直
轄
領
は
七
筋
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
享
保
一
○
年
九
月
の
口
米
制
の
廃
止
に
よ
る

（
５
）

代
官
所
経
費
の
支
給
に
関
す
る
法
令
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
直
轄
領
が
筋
区
分
に
よ
り
経
費
の
確
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
場
合
、
支
給
額
は
中
国
筋
・
西
国
筋
と
、
そ
れ
以
外
の
五
筋
（
五
畿
内
・
海
道
・
北
国
・
関
東
・
東
国
）
に
大
枠
で
区
別
し
た
に
す

ぎ
ず
、
改
め
て
経
費
支
給
を
細
か
く
筋
別
基
準
に
よ
っ
て
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
に
よ
っ
て
、
四
○
○
万
石
に
及
ぶ
幕
府
直
轄
領
は
、
寛
永
期
に
お
い
て
勘
定
所
機
構
の
整
備
と
と
も
に
上
方
・
関
東
の
二
分
支
配
方
式

に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
た
と
ふ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
享
保
期
の
代
官
所
機
構
の
改
革
前
後
に
は
七
筋
区
分
方
式
が
併
用
さ
れ
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
分
お
よ
び
七
筋
に
よ
る
直
轄
領
の
掌
握
が
、
幕
府
権
力
の
在
地
支
配
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
は

明
確
で
な
い
が
、
従
来
の
畿
内
中
心
の
所
調
、
畿
内
八
道
の
分
布
方
法
よ
り
は
、
幕
政
に
お
け
る
直
轄
領
の
把
握
を
は
る
か
に
合
理
的
な
し
の

に
改
変
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
二
十
五
号

北
国
筋
・
東
国
筋
（
奥
羽
筋
）

●
●
●
●

信
濃
・
佐
渡
・
越
後
・
越
前
・
能
登
・
出
羽
・
陸
奥

（
４
）

〔
関
東
筋
〕

一

○
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幕
藩
制
社
会
の
確
立
期
に
当
る
元
禄
年
間
の
幕
府
直
轄
領
は
、
す
で
に
攻
た
よ
う
に
四
○
○
万
石
に
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
存

在
形
態
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
次
の
二
資
料
が
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）

内
閣
文
庫
所
蔵
『
竹
橋
余
筆
別
集
』
巻
八
所
収
の
「
諸
国
村
数
書
付
」
は
、
年
次
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
｜
兀
禄
一
一
年
の
実
態
を
示
す
公

（
２
）

算
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
国
六
七
国
（
安
十
云
国
だ
け
が
欠
け
て
い
る
）
に
お
け
る
各
国
毎
の
支
配
別
村
数
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

一
国
内
の
支
配
形
態
を
知
る
上
に
も
貴
重
な
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
国
毎
に
〃
御
料
〃
（
幕
府
直
轄
領
）
〃
万
石
以
上
領
分
〃

（
大
名
領
）
〃
万
石
以
下
知
行
〃
（
旗
本
領
）
ま
た
は
〃
万
石
以
下
知
行
井
寺
社
領
〃
（
旗
本
領
・
寺
社
領
）
の
村
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
末

尾
に
村
数
合
計
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
別
村
数
の
合
計
は
、
一
部
を
除
き
元
禄
一
五
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
作
成
さ
れ
た
御
国
高
調

郷
帳
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
年
の
元
禄
改
高
の
調
査
の
際
、
別
途
に
予
め
作
成
さ
れ
た
屯
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
点
、
内

閣
文
庫
所
蔵
の
『
六
拾
余
州
郡
各
村
数
高
附
記
』
所
収
の
元
禄
改
高
と
村
数
と
照
合
し
な
が
ら
、
国
毎
の
支
配
別
百
分
比
を
作
成
し
て
承
る
と
、

（
３
）

当
時
の
直
轄
領
の
分
布
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
１
表
は
、
元
禄
期
に
お
け
る
国
別
の
直
轄
領
の
村
数
お
よ
び
総
村
数
と
の
百
分
比
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
表
に
記

載
さ
れ
て
い
な
い
国
は
結
局
国
内
に
直
轄
領
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
越
中
・
若
狭
・
尾
張
・
伊
賀
・
志
摩
・
紀
伊
・
淡
路

註江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

（
５
）
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
二

（
６
）
「
大
河
内
家
記
録
」
所
収
。

（
７
）
「
吹
塵
録
」
上
巻
昌
海
舟

（
１
）
辻
鶴
翁
著
「
地
方
要
集
録
」
。
『
日
本
農
民
史
料
聚
粋
』
第
二
巻
所
収
、
五
四
一
頁
。

（
２
）
大
石
久
敬
・
大
石
慎
三
郎
校
正
『
地
方
凡
例
録
』
上
巻
、
二
八
頁
。

（
３
）
安
藤
博
編
『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
二
七
一
一
’
一
一
七
四
頁
。

（
４
）
原
史
料
で
は
「
関
東
筋
」
は
な
く
、
「
東
国
筋
」
に
ま
と
め
て
あ
る
が
、
地
域
的
分
布
を
明
確
に
す
る
た
め
、
慣
例
に
よ
り
関
八
州
と
伊
豆
を

「
関
東
筋
」
と
し
、
出
羽
・
陸
奥
は
「
奥
羽
筋
」
と
す
る
。

（
５
）
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
一
一
一
一
一
三
号
。
こ
こ
で
は
、
五
畿
内
・
海
道
・
北
国
・
関
東
・
東
国
・
中
国
・
西
国
筋
に
分
け
て
い
る
。

「
吹
塵
録
」
上
巻
（
『
海
舟
全
集
』
第
一
一
一
巻
一
六
○
頁
。
）
「
御
料
所
併
万
石
以
下
知
行
所
の
高
」
所
収
。

五
、
元
禄
期
の
地
域
的
分
布

Hosei University Repository



江
戸
期
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
領
主
別
の
支
配
形
態
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
た
め
、
国
別
の
統
計
の
作
成
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
え
る
。
領
主

別
の
場
合
は
、
国
・
郡
単
位
は
行
な
わ
れ
ず
、
数
か
国
や
郡
に
ま
た
が
る
こ
と
が
多
く
、
詳
細
な
数
字
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
難
か
し
い
・
こ
の
意
味

か
ら
も
、
本
資
料
が
ど
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
国
別
資
料
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

内
閣
文
庫
所
蔵
の
『
看
益
集
』
所
収
の
「
御
代
官
支
配
所
高
付
」
は
、
年
次
の
記
載
は
な
い
が
、
一
応
、
元
禄
一
五
・
六
年
頃
の
代
官
別
支

（
６
）

配
地
お
よ
び
支
配
高
を
伝
』
え
る
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
七
筋
の
地
域
分
布
に
整
理
す
る
と
第
２
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
総
計

四
○
○
万
五
六
二
一
一
一
石
余
は
新
井
白
石
の
「
御
料
す
べ
て
四
百
万
石
」
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
。
こ
の
う
ち
圧
倒
的
に
多
い
の
が
関
東
筋
の
一
一
九

元
禄
期
に
は
全
国
六
八
か
国
の
う
ち
、
四
七
か
国
に
直
轄
領
が
分
布
し
て
お
り
、
全
体
の
約
六
九
．
〈
－
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
全

国
村
数
は
総
計
六
三
、
八
七
六
か
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
轄
領
村
数
一
一
、
九
七
一
か
村
は
全
体
の
約
一
九
。
〈
１
セ
ン
ト
に
当
る
こ
と
に
な

（
５
）

る
。
諸
国
に
お
い
て
直
轄
領
村
数
の
割
合
が
一
局
い
の
は
、
佐
渡
・
隠
岐
の
一
国
天
領
を
は
じ
め
と
し
て
、
飛
騨
。
美
作
。
武
蔵
・
駿
河
・
越
後

・
大
和
・
摂
津
・
安
房
・
河
内
が
あ
げ
ら
れ
、
つ
い
で
相
模
・
上
野
・
丹
後
・
下
総
・
石
見
・
和
泉
と
な
っ
て
い
る
。
村
数
の
多
少
は
必
ず
し

も
石
高
の
高
下
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
直
轄
領
分
布
の
一
般
的
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
筋
別
で
は
村
数
が
多
い
の
は
関
東
筋
・
北
国
筋
・
畿
内
筋
・
海
道
筋
。
中
国
筋
・
奥
羽
筋
・
西
国
筋
の
順
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

う
ち
国
別
村
数
で
は
越
後
の
一
七
一
一
一
一
か
村
と
武
蔵
の
一
五
一
一
一
一
一
一
か
村
が
群
を
抜
い
て
お
り
、
四
七
か
国
の
平
均
は
、
一
一
一
一
一
三
か
村
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
備
前
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
阿
波
・
土
佐
・
筑
後
・
薩
摩
・
大
隅
・
壱
岐
・
対
馬
の
二
一
か
国
で
あ
る
が
、
こ
の

（
４
）

数
は
、
さ
き
の
『
地
方
要
集
録
』
に
お
け
る
「
公
儀
御
料
所
無
之
国
々
」
の
数
と
一
致
す
る
。

幕
府
直
轆
領
の
存
在
し
な
い
国
は
『
地
方
要
集
録
』
の
場
合
、
安
芸
は
含
ま
れ
ず
加
賀
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
加
賀
は
白
山
麓
に
僅
か
二
か
村
で
あ

る
が
直
轄
領
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
誤
り
で
あ
る
。
明
暦
元
年
七
月
白
山
麓
の
所
属
で
越
前
・
加
賀
の
争
い
が
あ
り
、
寛
文
元
年
一
二
月
幕
府
は
越

前
の
牛
首
村
な
ど
一
六
村
と
加
賀
一
一
か
村
を
直
轄
領
と
し
て
い
る
。
（
『
福
井
県
史
』
第
二
冊
第
二
編
一
六
九
頁
）
。

『
地
方
凡
例
録
』
に
お
い
て
は
二
○
か
国
と
な
っ
て
お
り
、
安
芸
が
欠
け
て
い
る
。
ま
た
、
『
吹
塵
録
』
所
収
「
治
所
一
覧
」
に
よ
る
と
〃
皆
私
領
〃
の

国
は
、
二
一
か
国
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
筑
後
が
欠
け
て
い
る
。
こ
の
点
、
同
資
料
に
筑
後
は
〃
御
料
・
私
領
〃
が
国
内
に
存
置
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
の

法
政
史
学
第
二
十
五
号

は
記
載
上
の
誤
り
で
あ
る
。
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関
東
筋
は
、
関
東
郡
代
伊
奈
半
左
衛
門
忠
順
を
は
じ
め
一
七
名
の
代
官
に
よ
り
支
配
さ
れ
、
他
に
関
東
直
轄
領
支
配
の
奥
羽
筋
四
名
を
加
え

れ
ば
、
計
二
一
名
の
代
官
が
掌
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
元
禄
か
ら
宝
永
期
に
お
け
る
代
官
の
陣
屋
支
配
の
消
滅
直

前
に
お
け
る
存
在
形
態
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

関
東
筋
に
つ
ぐ
の
は
北
国
筋
で
あ
る
。
代
官
支
配
地
五
五
万
五
一
一
一
○
○
石
に
、
一
国
天
領
の
佐
渡
（
奉
行
支
配
）
一
一
一
一
万
四
一
一
一
三
石
を
加
え

れ
ば
計
六
八
万
五
七
三
一
一
一
石
と
な
り
、
畿
内
筋
を
凌
の
ぐ
領
域
と
な
る
。

畿
内
筋
以
東
に
位
置
す
る
、
奥
羽
筋
・
関
東
筋
・
海
道
筋
・
北
国
筋
の
合
計
は
一
一
八
三
万
八
一
一
九
一
一
一
石
余
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
全
直
轄
領

の
七
一
．
〈
－
セ
ン
ト
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
東
国
政
権
と
し
て
の
地
域
的
分
布
を
承
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
御
代
官
支
配
所
高
付
」
に
お
い
て
信
濃
の
直
轄
領
支
配
に
任
ぜ
ら
れ
た
千
村
平
右
衛
門
良
重
は
尾
張
藩
給
人
で
あ
り
な
が
ら
、
代
官
と
同

列
に
並
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
資
料
の
作
成
者
は
千
村
氏
の
場
合
、
代
官
と
し
て
把
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
同

（
７
）

じ
く
、
享
保
一
五
年
『
御
取
箇
相
極
候
帳
』
に
お
い
て
も
、
千
村
平
右
衛
門
政
武
の
場
〈
口
、
大
名
預
所
と
異
な
り
、
「
御
預
り
所
」
の
註
記
が

万
九
八
一
一
一
三
石
余
で
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
奥
羽
筋
四
五
万
五
一
一
一
九
四
石
余
に
は
、
代
官
の
管
轄
が
関
東
筋
と
錯
綜
す
る
場
合
が
多
く
ゑ
う
け

ら
れ
、
勘
定
所
の
所
轄
事
務
の
上
か
ら
も
、
関
東
筋
・
奥
羽
筋
を
関
東
方
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
関
東
方
は
直
轄
領
の
四
一
。
〈
１
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
御
代
官
支
配
所
高
付
」
に
お
い
て
、
関
東
方
の
記
載
が
石
以
下
に
至
る
詳
細
な
数
字
が
お
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
上
方
は
石
以

下
を
切
捨
て
て
い
る
こ
と
は
、
資
料
作
成
上
の
不
統
一
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
資
料
は
別
途
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
関
東
筋
に
お
け
る
反
高
・
田
・
砂
間
の
支
配
地
計
二
五
○
四
町
五
反
六
畝
一
六
歩
は
、
高
入
以
前
の
開
発

地
と
ふ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
記
載
は
関
東
筋
の
直
轄
領
の
拡
充
が
企
図
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
関
東
直
轄
地
の
在
地
支
配
は
、
入

国
当
初
よ
り
利
根
川
・
荒
川
の
水
系
の
大
改
修
、
潅
慨
治
水
に
よ
る
新
田
開
発
を
急
務
と
し
た
が
、
関
東
郡
代
伊
奈
氏
を
中
心
に
寛
文
年
間
に

は
鬼
怒
川
筋
を
本
流
と
す
る
、
現
在
ふ
ら
れ
る
利
根
川
水
系
が
完
成
し
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
治
水
や
水
系
の
確
立
に
よ
り
、
必
然
的
に
乱
流
地
域
の
開
発
が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
田
畑
地
域
の
拡
大
が
促
進
ざ
れ
つ

つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

一一一
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千
村
良
重
に
つ
い
て
は
『
深
秘
・
木
曽
家
古
記
録
』
に
よ
る
と
「
祖
父
平
右
衛
門
良
重
二
信
州
ニ
テ
御
代
官
之
高
壱
万
石
余
、
遠
州
一
一
而
御

代
官
所
之
高
鍵
成
千
四
拾
一
一
一
貫
百
拾
四
文
、
同
国
ニ
テ
御
榑
木
支
配
役
仕
二
付
、
御
榑
番
致
候
〈
、
舟
明
村
・
大
園
村
・
伊
須
賀
村
・
日
明
村

（
⑩
）

高
一
二
百
九
拾
石
余
、
御
榑
役
手
廻
ノ
タ
メ
祖
父
平
右
衛
門
代
ヨ
リ
御
代
官
仕
候
事
」
と
あ
り
、
慶
長
九
年
九
月
汁
一
一
一
日
付
で
、
大
久
保
長
安
よ

（
ｕ
）

り
千
村
平
右
衛
門
宛
「
遠
州
奥
ノ
山
・
西
ノ
手
ノ
儀
申
上
候
処
二
、
御
代
官
被
命
付
候
」
と
千
村
の
代
官
任
命
の
記
録
が
あ
る
。

（
波
）

千
村
良
重
は
、
大
坂
の
陣
に
お
い
て
信
濃
国
浪
合
の
関
お
よ
び
木
曽
妻
竺
亀
の
番
役
を
勤
め
、
ま
た
先
手
に
加
わ
り
天
王
寺
ロ
に
向
い
、
さ
ら

に
信
濃
国
飯
田
城
を
守
衛
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
は
尾
張
藩
主
義
直
に
付
属
さ
れ
て
給
人
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
良
重
は
幕
府

代
官
か
ら
尾
張
藩
家
臣
と
し
て
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
千
村
氏
は
代
々
信
濃
幕
府
領
預
所
支
配
を
委
任
さ
れ
、
遠
江
榑
木

（
皿
）

改
役
も
兼
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
く
に
「
表
交
替
寄
〈
ロ
、
柳
之
間
席
」
と
し
て
老
中
支
配
を
う
け
た
た
め
、
尾
張
藩
給
人
と
幕
臣
の
二
重
身

分
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
初
期
幕
府
直
轄
領
の
代
官
と
し
て
支
配
し
た
領
域
は
、
元
和
五
年
以
降
に
お
い
て
も
預
所
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て

い
た
た
め
、
一
般
の
大
名
預
所
と
は
異
な
り
実
質
的
に
は
代
官
的
性
格
が
世
襲
と
な
っ
て
継
続
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
原
資
料
に
お
い
て
〃
預
り
所
〃
と
し
て
の
註
記
が
な
い
こ
と
か
ら
、
千
村
氏
の
場
合
、
代
官
と
同
列
に
取
扱
う
こ
と
に
し
た
。

但
し
、
千
村
平
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
「
御
料
高
御
代
官
井
御
預
所
高
齢
｝
に
お
い
て
は
、
〃
大
名
御
預
之
分
〃
の
な
か
に

（
Ｍ
）

「
信
濃
高
五
千
石
余
千
村
平
右
衛
門
御
預
所
」
と
あ
り
、
天
保
九
年
「
御
代
官
丼
御
預
所
御
物
成
納
払
御
勘
定
帳
」
に
お
い
て
も
、
明
確
に
「
信
濃

千
村
平
右
衛
門
・
御
預
所
高
六
千
弐
百
八
拾
七
石
八
斗
弐
升
八
合
」
と
記
し
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
お
い
て
、
代
官
支
配
地
、
大

な
く
代
官
並
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
代
官
支
配
地
の
う
ち
と
く
に
千
村
平
右
衛
門
良
重
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
し
て
ふ
る
こ
と
に
す
る
。

良
重
に
つ
い
て
は
「
木
曽
義
昌
な
ら
び
に
仙
三
郎
義
利
に
つ
か
へ
、
没
落
の
後
東
国
に
あ
り
、
慶
長
五
年
七
月
二
十
八
日
下
野
国
小
山
の
御
陣

（
８
）

に
め
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
東
照
宮
に
拝
謁
す
」
と
あ
り
、
関
原
の
戦
に
お
い
て
は
、
木
曽
谷
に
お
い
て
山
村
甚
兵
衛
良
勝
と
共
に
石
川
備
前
守

（
９
）

守
貞
を
敗
り
潰
走
さ
せ
る
戦
功
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
戦
後
は
次
の
よ
う
な
閲
歴
が
伝
』
え
ら
れ
て
い
る
。

関
原
御
凱
旋
の
の
ち
、
木
曽
の
族
臣
等
に
美
濃
国
の
う
ち
仁
を
い
て
一
万
六
千
二
百
石
余
の
地
を
賜
ひ
、
良
重
、
可
児
・
士
岐
・
恵
那
三
郡
の
う
ち
に
左

い
て
四
千
四
百
石
余
を
知
行
し
、
可
児
郡
久
々
利
に
住
す
。
八
年
仰
に
よ
り
信
濃
国
の
う
ち
一
万
石
、
遠
江
国
の
内
に
し
て
千
四
十
貫
余
の
地
を
支
配

し
、
の
ち
に
ま
た
遠
江
国
奥
の
山
に
を
い
て
三
百
九
十
石
余
の
地
を
預
け
ら
る
。

法
政
史
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享
保
期
に
お
け
る
幕
府
直
轄
領
の
総
石
高
お
よ
び
取
高
の
各
年
別
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
『
癸
卯
雑
記
』
四
所
収
の
「
御
取
箇
辻
書
付
」
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
四
○
八
万
八
五
一
一
一
○
石
、
同
一
○
年
（
一
七
二
五
）
四
一
一
一

六
万
○
六
七
○
石
、
同
二
○
年
（
一
七
三
五
）
四
五
一
一
一
万
九
一
一
一
一
一
一
一
石
と
、
実
際
は
年
次
的
に
必
ず
し
も
直
線
的
増
加
で
は
な
い
が
、
直
轄
領

（
１
）

の
増
大
を
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
石
一
局
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
地
域
的
分
布
を
知
る
に
は
、
『
大
河
内
家
記
録
』
所

名
預
所
の
区
分
を
判
然
と
し
て
い
く
過
程
で
、
こ
の
よ
う
な
記
載
の
変
化
が
承
ら
れ
た
と
思
う
。

注
（
１
）
国
書
刊
行
会
『
竹
橋
余
兼
』
（
大
正
六
年
刊
）
所
収
四
一
一
一
四
’
四
四
三
頁
。
但
し
、
数
字
に
誤
楠
が
あ
る
た
め
内
閣
文
庫
本
等
と
照
合
訂
正
す

江
戸
幕
府
直
轄
価
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

（
６
）
大
野
端
男
「
元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端
」
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
四
号
。
大
野
氏
は
「
元
禄
十
六
未
宝
永
元
申
弐
ヶ
年
分
、
大
坂

御
金
蔵
金
銀
納
方
御
勘
定
帳
」
の
比
較
に
よ
っ
て
、
元
禄
十
五
年
九
月
か
ら
同
年
末
月
の
間
の
も
の
に
更
に
時
期
を
狭
め
ら
れ
る
、
と
い
う
。

（
７
）
「
大
河
内
家
記
録
」
所
収
。

（
８
）
（
９
）
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
百
十
七
。
（
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
、
一
一
一
九
九
頁
）
。

（
Ⅲ
）
『
信
濃
史
料
』
節
十
九
五
三
八
頁
。

（
、
）
同
右

五
三
九
頁
。

（
Ｌ
）
小
島
広
次
「
尾
張
藩
」
ｓ
物
語
藩
史
３
』
四
四
頁
）
。

（
Ⅲ
）
向
山
源
太
夫
「
誠
斎
雑
記
」
所
収
。
「
丁
未
雑
記
」
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
。

（
ｕ
）
「
吹
塵
録
」
上
爲
海
舟
全
集
』
第
四
巻
、
二
七
頁
）
。

（
５
）
註
（
３
）
参
照

（
６
）
大
野
端
男
「
元

（
２
）
村
上
直
「
江
戸
幕
府
直
輔
領
に
関
す
る
一
考
察
」
Ｓ
徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」
昭
和
四
四
年
度
）

（
３
）
村
上
直
同
右
。
「
諸
国
石
高
お
よ
び
支
配
形
態
一
覧
」
参
照
。

（
４
）
『
日
本
農
民
史
料
聚
粋
』
第
二
巻
、
五
四
一
頁
。

る
必
要
が
あ
る
。

六
、
享
保
期
の
地
域
的
分
布

一

五
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含
ま
れ
て
い
る
。

（
２
）

一
早
保
一
四
年
の
地
域
分
布
に
つ
い
て
は
、
関
東
筋
・
北
国
筋
・
海
道
筋
・
畿
内
筋
に
集
中
し
て
い
る
が
、
と
く
に
一
兀
禄
期
に
比
較
し
て
、
海

道
筋
の
増
加
が
著
し
く
、
ま
た
北
国
筋
は
大
名
預
所
が
越
後
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
幕
府
直
轄
領
は

石
高
の
上
か
ら
は
地
域
増
加
を
示
し
な
が
ら
も
、
内
部
的
に
は
代
官
支
配
地
の
減
少
、
大
名
預
所
の
設
置
に
よ
る
増
加
と
い
う
変
化
を
承
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
代
官
支
配
地
は
全
直
轄
領
の
八
一
・
六
．
ハ
ー
セ
ソ
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
幕
府
直
轄
領
は
、
享
保
期
の
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
代
官
支
配
地
と
遠
国
奉
行
付
、
大
名
預
所
の
支
配
形
態
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大
名
預
所
は
豊
臣
政
権
に
お
け
る
大
名
預
け
地
方
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
幕
府
は
在
地
浸
透
が

不
徹
底
な
預
け
地
方
式
の
廃
止
の
方
向
を
と
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
一
二
月
に
は
老
中
の
命
に
よ
っ
て
預
所
を

（
３
）

返
還
す
る
大
名
が
承
ら
れ
、
一
兀
禄
一
兀
年
（
一
六
八
八
）
春
頃
に
は
、
そ
の
数
は
か
な
り
増
加
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は

さ
ぎ
の
「
御
代
官
支
配
所
高
付
」
（
第
２
表
）
に
よ
っ
て
も
代
官
支
配
地
へ
の
吸
収
を
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
幕

府
は
正
徳
一
一
一
年
（
一
七
二
一
一
）
「
諸
州
公
邑
近
傍
各
藩
に
託
す
は
一
切
禁
止
」
の
法
令
に
よ
り
、
大
名
預
所
は
す
べ
て
が
代
官
支
配
地
に
属
す

（
４
）

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
享
保
五
年
（
一
七
二
○
）
六
月
一
一
一
一
日
「
松
平
伊
予
守
吉
邦
に
越
前
国
十
万
一
一
一
千
石
余
、
松

平
出
羽
守
宣
雄
に
隊
岐
国
に
て
一
万
二
千
石
余
、
榊
原
式
部
大
輔
政
邦
に
山
城
・
大
和
・
播
磨
の
国
に
て
四
万
九
千
石
余
、
松
平
主
殿
頭
忠
雄

収
の
「
享
保
十
四
酉
年
御
代
官
丼
御
預
所
御
物
成
納
払
御
勘
定
帳
」
「
去
戊
年
（
享
保
十
五
年
）
御
取
箇
相
極
候
帳
」
「
享
保
十
七
子
年
御
代

官
井
御
預
り
所
御
物
成
納
払
御
勘
定
帳
」
の
支
配
別
石
高
に
よ
っ
て
、
享
保
一
四
・
’
五
・
一
七
年
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
で
、
享
保
一
四
二
七
年
の
勘
定
帳
は
、
い
ず
れ
も
一
○
石
未
満
を
切
捨
て
い
る
た
め
、
そ
の
単
純
加
算
は
詳
細
な
石
高
の
実

態
を
必
ず
し
も
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
る
。

享
保
一
四
年
に
お
け
る
総
計
は
四
四
四
万
四
五
五
○
石
余
と
な
る
が
、
こ
の
地
域
分
布
に
つ
い
て
は
、
第
３
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
う
ち

遠
国
奉
行
は
、
補
賀
奉
行
（
妻
木
平
四
郎
）
七
六
○
石
、
佐
渡
奉
行
（
松
平
兵
蔵
・
窪
田
肥
前
守
）
一
三
万
○
九
五
○
石
、
長
崎
奉
行
（
一
一
一
宅

周
防
守
・
細
井
因
幡
守
）
の
計
一
三
万
五
一
四
○
石
、
大
名
預
所
は
、
北
条
遠
江
守
（
山
城
）
ら
一
五
名
、
代
官
支
配
地
に
は
尾
張
藩
家
臣
千

村
平
右
衛
門
政
武
の
四
九
○
○
石
、
支
配
勘
定
格
田
中
休
蔵
の
一
一
一
万
三
九
○
石
、
勘
定
組
頭
小
出
加
兵
衛
・
八
木
情
五
郎
の
二
万
五
六
○
石
が

法
政
史
学
第
二
十
五
号

’
一
ハ
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（
５
）

に
肥
前
・
肥
後
の
国
に
て
二
万
四
千
石
余
の
地
を
預
ら
る
」
と
あ
り
、
計
一
八
万
八
○
○
○
石
余
が
改
め
て
大
名
預
所
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
結
局
、
預
所
は
代
官
支
配
の
補
助
的
手
段
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
梢
置
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
預
所
は
幕
末
ま
で
も
存
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
幕
府
の
直
轄
領
支
配
体
制
の
原
則
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
直
轄

領
の
拡
大
に
対
し
、
有
能
な
代
官
の
不
足
、
代
官
経
費
の
削
減
が
預
所
の
恒
常
化
の
要
因
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
預
所
を
除
外
す
れ
ば
代
官
支
配
の
直
轄
領
は
三
○
○
万
石
台
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

享
保
一
五
年
に
お
け
る
地
域
的
分
布
は
、
幕
初
以
来
、
最
も
詳
細
な
資
料
で
あ
る
「
去
成
年
御
取
箇
相
極
候
帳
」
は
各
代
官
所
・
預
所
の
年

貢
割
付
状
の
集
計
と
承
ら
れ
る
が
、
こ
の
総
石
高
四
四
八
万
一
○
五
六
石
は
「
御
取
箇
辻
書
付
」
に
お
け
る
同
年
の
総
石
高
数
と
合
致
す
る
。

第
４
表
は
そ
の
内
容
に
つ
き
明
ら
か
に
し
た
ｊ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
代
官
（
郡
代
）
支
配
地
は
三
六
○
万
一
一
一
一
一
八
○
石
で
総
石
高
の
八

○
・
四
・
〈
－
セ
ン
ト
を
占
め
、
大
名
預
所
は
七
一
一
一
万
九
○
一
一
五
石
で
一
六
・
五
。
〈
－
セ
ン
ト
、
遠
国
奉
行
付
は
一
一
一
一
万
九
六
五
一
石
で
一
一
一
・
一

．
〈
－
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
地
域
的
分
布
は
関
東
筋
・
海
道
筋
・
北
国
筋
・
畿
内
筋
の
順
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
北
国
筋
は
越

後
を
中
心
に
大
名
預
所
計
一
一
一
九
万
七
九
五
五
石
に
及
び
、
こ
れ
に
佐
渡
一
一
一
一
万
○
九
五
一
一
石
（
遠
国
奉
行
付
）
を
加
え
れ
ば
、
約
五
二
万
八
九

○
七
石
の
代
官
支
配
地
以
外
の
直
轄
領
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
北
国
筋
は
大
名
預
所
と
遠
国
奉
行
付
が
代
官
支
配
地
を

上
廻
る
地
域
で
あ
り
、
こ
の
点
、
き
わ
め
て
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

享
保
一
七
年
に
お
け
る
総
石
高
は
、
蝋
純
集
計
に
よ
る
と
四
五
一
万
八
八
○
○
石
余
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
代
官
支
配
地
は
三
六
一
一
一
万
九
六

四
○
石
余
と
な
り
、
全
般
の
八
○
・
五
．
〈
１
セ
ン
ト
を
占
め
、
こ
の
傾
向
は
、
享
保
一
四
・
一
五
年
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

享
保
期
に
至
る
ま
で
、
幕
府
直
嶋
領
の
拡
充
と
と
も
に
設
定
さ
れ
た
代
官
所
は
、
江
戸
を
中
心
と
し
て
次
の
通
り
で
あ
る
。

陸
奥
国
桑
折
（
天
和
２
）
・
川
俣
（
元
禄
咄
）
・
塙
（
享
保
ｕ
）

出
羽
国
尾
花
沢
（
寛
永
Ⅲ
↓
元
禄
７
）
・
寒
河
江
（
寛
永
田
）
・
漆
山
（
延
宝
５
）

関
東
天
正
旧
年
以
後
、
陣
屋
支
配
。
元
禄
期
、
陣
屋
支
配
の
廃
止
に
よ
り
江
戸
定
府
。

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

関
東
天
正
旧
年
以
後
、
陸

越
後
国
出
雲
崎
（
元
和
２
）

甲
斐
国
甲
府
（
享
保
９
）
一
石
和
（
享
保
９
）
・
上
飯
田
（
享
保
９
）
・
谷
村
（
享
保
９
）

一
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肥
後
国
天
草
（
寛
永
旧
）

注
（
１
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
大
野
端
男
「
享
保
改
革
期
の
幕
府
勘
定
所
史
料
大
河
内
家
記
録
Ｈ
ロ
ロ
」
『
史
学
雑
誌
』
第
八
○
編
第
一
・
二
・

一
一
一
号
、
な
お
、
こ
の
三
史
料
に
つ
い
て
大
野
氏
の
詳
細
な
解
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
な
お
、
享
保
一
四
年
の
地
域
的
分
布
は
、
拙
稿
「
江
戸
幕
府
直
轄
領
に
関
す
る
一
考
察
」
合
徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」
昭
和
四
十
四
年

度
掲
載
は
節
３
表
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

（
３
）
（
４
）
大
沢
元
太
郎
「
近
世
の
預
所
に
就
い
て
ｌ
江
戸
幕
府
の
特
殊
相
ｌ
」
『
歴
史
地
理
』
第
七
七
巻
第
二
号
。

石
見
国
大
森
（
慶
長
６
）

美
作
国
美
作
倉
敷
（
元
禄
、
）

備
中
国
備
中
倉
敷
（
寛
永
、
）

豊
後
国
日
田
（
寛
永
肥
）

肥
前
国
長
崎
（
天
正
珀
）

法
政
史
学
第
二
十
五
号

三
河
国
赤
坂
（
慶
長
６
）

近
江
国
信
楽
（
慶
長
５
）
・
大
津
（
元
和
３
）

畿
内
京
都
・
大
坂
（
慶
長
期
）

丹
後
国
久
美
浜
（
享
保
焔
）

但
馬
国
生
野
（
慶
長
５
）

美
濃
国
笠
松
（
慶
長
６
↓
寛
文
２
）

伊
豆
国
三
島
（
天
正
旧
）
・
韮
山
（
慶
長
１
）

駿
河
国
島
田
（
慶
長
６
）
・
駿
府
（
寛
永
９
）

遠
江
国
中
泉
（
天
正
田
）

信
濃
国
坂
木
（
元
和
８
）

飛
騨
国
高
山
（
元
禄
５
）

・
中
野
（
慶
安
３
）
・
飯
島
（
延
宝
５
）

・
久
世
（
享
保
、
）

・
笠
岡
（
元
禄
、
）

一
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以
上
、
江
戸
幕
府
の
財
政
的
基
盤
を
な
す
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
ぎ
、
関
東
入
国
以
後
の
蔵
入
地
か
ら
、
幕
藩
制
社
会
が
確
立
・
展
開

す
る
元
禄
ｌ
享
保
期
に
至
る
ま
で
基
礎
的
資
料
の
分
析
に
よ
っ
て
考
察
を
行
な
っ
て
ふ
た
。
幕
府
直
轄
領
の
量
的
優
位
と
存
在
形
態
の
多
様
性

は
諸
藩
を
従
属
さ
せ
る
有
力
な
条
件
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
地
域
的
分
布
の
基
本
的
形
態
は
、
慶
長
末
年
に
成
立
し
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
幕
府
代
官
が
年
貢
請
負
人
的
性
格
か
ら
地
方
農
政
官
に
改
変
し
て
い
く
過
程
で
、
寛
永
期
に
は
勘
定
所
を
中
心
と
し
た
地
方
支

配
機
構
の
整
備
が
行
な
わ
れ
、
直
轄
領
支
配
は
郡
奉
行
所
及
び
代
官
に
よ
り
関
東
方
と
上
方
に
二
分
さ
れ
在
地
浸
透
が
企
図
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
管
掌
は
、
享
保
期
に
は
さ
ら
に
関
東
を
中
心
に
七
筋
の
地
域
区
分
に
よ
る
直
轄
領
の
掌
握
方
式
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

た
め
年
貢
皆
済
期
日
、
代
官
所
経
費
の
支
給
に
関
す
る
法
令
は
、
こ
の
筋
区
分
を
基
準
と
し
て
一
応
、
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

元
禄
期
に
お
け
る
直
轄
領
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
「
諸
国
村
数
書
付
」
（
『
竹
橋
余
筆
別
集
』
巻
八
）
お
よ
び
「
御
代
官

支
配
所
高
付
」
（
『
看
益
集
』
）
に
よ
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
畿
内
筋
以
東
に
位
置
す
る
直
轄
領
は
全
体
の
七
一
。
〈
１
セ
ン

ト
を
占
め
、
東
国
政
権
と
し
て
の
地
域
的
分
布
の
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
享
保
期
に
お
け
る
地
域
的
分
布
は
、
大
名
預
所
の
設
定
に
よ
り
、
代
官
支
配
地
・
遠
国
奉
行
・
大
名
預
所
の
三
形
態
に
よ
り
直
轄
領

支
配
体
制
が
成
立
し
て
い
る
が
、
直
轄
領
拡
大
の
方
向
が
と
ら
れ
な
が
ら
も
代
官
支
配
地
の
減
少
、
大
名
預
所
の
増
加
と
い
う
実
態
が
看
取
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
預
所
の
設
置
は
、
す
で
に
幕
府
権
力
に
よ
る
直
轄
領
掌
握
の
基
本
原
則
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
有
能
な
代
官
の
欠
如

と
代
官
所
経
費
の
削
減
に
よ
り
恒
常
的
形
態
と
な
る
の
で
あ
る
。

幕
藩
制
社
会
の
解
体
過
程
の
直
轄
領
の
変
化
は
、
宝
暦
七
年
、
天
保
九
年
、
文
久
三
年
の
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
が
、
こ
の
分
析

に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

（
５
）
『
有
徳
院
殿
実
紀
』
巻
十
ｓ
新
訂
補
国
史
大
系
徳
川
実
紀
第
八
篇
』
一
九
七
頁
）

お
わ
り
に

■■■■■■■■

九
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元禄期・国別幕府領村数及び百分比第１表

法
政
史
学
第
二
十
五
号

石高｜Ａ総村数｜Ｂ幕府領村
Ｂ
ｌ
Ａ国

万千石
１９２．１

１１２．６

△４，３７１村
（４，３６３）

△２，３９０

（２，４２７）

６，７６１

４２３村

２９０

奥
羽

陸

出

１０％

１２

奥
羽
筋

７１３

常
下
上
下
上
安
武
相
伊

陸
野
野
総
総
房
蔵
模
豆

９０．３

６８．１

５９．９

５６．８

３９．１

９．３

１１６．７

２５．８

８．３

１，６７７

１，３６１

１，２１３

１，４８６

△１，９９９

（１，１４９）

２７２

２，９５１

６７９

２８５

１６２

２２７

４０９

４６９

１４９

１１２

１，５３３

２６０

１４８

０
６
４
１
７
１
２
８
２

１
１
３
３

４
５
３
５

関

東

筋

３，４６９

美
飛
甲
駿
遠

濃
蝋
斐
河
江
河
勢

６４．５

４．４

２５．３

２３．７

３２．８

３８．３

６２．１

１，６３１

４１４

８４９

７９５

１，０９３

１，２６７

１，４００

５
８
８
９
６
８
８

８
９
８
４
６
６
５

２
３
１
３
２
１

７
６
２
４
５
４
４

１
９
２
４
２
１

海

道

筋

伊

１，７１２

佐
加
越
能
越
信

波
賀
後
登
前
濃

０
８
６
９
４
５

●
●
●
●
■
●

３
１
１
３
８
１

１
４
８
２
６
６

２６０

７７０

３，９６４

（３，８９４）

６８１

１，５４１

※１，６９７

（１，６６７）

２６０

２

１，７１３

４１

３６３

４１５

０
０
４
６
４
５

０
４

２
２

１

北

○国

筋

２，７９４
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一
近
山
大
河
摂
和
丹
播

一
江
城
和
内
津
泉
波
暦

８３．６ １，５１６ ７０

５
６
４
０
２
１
５
７

２
４
４
４
３

１

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

２２．４ ４５９ １２０

畿
内
筋

５０．０ １，４０５ ６１５

２７．６ ５１１ ２０２

３９．２ ８７０ ３６３

１６．１ ３１７ １００

２９．３ ９０２ ４７

５６．８ １，８００ ３１６

１，８３３

丹
但
隠
石
美
術
伽
讃
伊

後
馬
岐
見
作
中
後
岐
子

１４．５ ３９２ １３２ ３４

２１１３．０ ６７２ １３２

中
国

１．２ ６１ ６１ １００

１４．２ ４８９ １５１

１
２
５
７
９
３

３
６
２

２５．９ ５９２

４６８

(４６４）

３６５

△
３２．４ １

８
６
３
４

１
３
３
２

２９．５ ４９４

筋
１８．６

４２．９

３８５

９５９

１，０５２

筑
豊
豊
肥

前
前
後
前
後
向

６０．６

２７．３

３６．９

５７．２

３６．９

３０．９

９０２

７
６
９
９
８
９

５
７

２
１

１
１

１
８
１
１
１
５

１
１

６６８

西
国
筋

１，５１６

１，４１８

１，１２４

３９８

把
日

１

３９８

一
一
一

１１，９７１

『諸国村数書付』（竹橋余筆別集８巻）

石高は「六拾余州郡各村数高付記」（内閣文庫）による。△は元禄郷帳と

その数が異なる場合。（）内が郷帳。※はＡ・ＢＣの計が誤っている場
合。（）内が正確な数字。

(註）
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元禄期幕府代官別の支配地・支配高一覧第２表

法
政
史
学
第
二
十
五
号

支配支配地郡代・代官 局

万石

1２５６３０３．７．３

５００５８５．０．８

１００６５８４．６．５

５５４３７９．２．６

７３５４６１．８．７

５００６３３．３．５

出羽・〔武蔵〕

出羽

陸奥

陸奥〔下野〕

陸奥・出羽・〔常陸〕

陸奥〔下野〕

諸星内蔵介同政

杉山久助信行

池田新兵衝重富

依田五兵衛盛照

窪田長五郎弘房

平岡十左衛門

奥

羽

筋

4５５３９４７．９．４

武蔵・下総

武蔵・相模・上総・下総

武蔵・相模・下総

武総（大里郡）

武蔵・相模・下総・伊･豆

〔甲斐〕下野・下総

武蔵・上総・下総・安房

下総（布縊手賀沼）

下総（椿新田）

武蔵・上野・下野

武蔵・常陸・下総

上野・下野・常陸

上野（群馬郡）

武蔵・上野・下野

武蔵・上総・下総・湘盤

安房・上総

上野・下野・常陸

上野（群馬郡）

伊豆・相模・武蔵

常陸・下総

常陸（鹿島郡）

武蔵・上野

武蔵・下総・常陸

下総（香取郡）

常陸（行方郡）

武蔵

伊奈半左衛門忠順

平岡三郎右衛門

今井九右衛門兼直

２４８１３８２．９．４

９３７２４０．８．３

１１９８２００．２．４

（反高41町1反8畝歩）

６８８０２０．９．０

５７３８７１．９．９

６００３６３．３．９

(反高518町8反1畝15歩）

(砂間646町3反8畝０歩）

５９７９６６．５．０

５０１１５６．１．７

５０４８１０．５．６

(反高382町3反1畝7歩）

５９６５６７．８８

５００１６９．９．３

４００２４２．２．３

５０１８０６．３．２

(反高254町7反1畝11歩）

４７１５０６．３．４

５００２８２．７．２

(反高7町1反4敵6歩）

４６９３２６．５．３

４７４５９４．７．３

(反高631町6反1畝8歩）

(田２２町4反O畝29歩）

８２８．８．６

小長谷勘左衛門正綱

平岡次郎右衛門信由

清野半右衛門貞平

関

野田三郎左衛門秀成

滝野十右衛門中央

下島甚右衛門政武東

比企長左衛門

古川武兵衛氏成

樋口又兵衛家次

中川吉左衛門直行

筋

江１１l太郎左衛門英暉

能勢椛兵術

雨宮勘兵衛

細田伊左衛門時矩

･伊賀衆預り

119万9833石9.0.6

(反高1835町7反7畝17歩）
（田２２町4反0畝29歩）
（砂間646町3反8畝）
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駿河・美濃

駿河・遠江・三河

駿河・遠江・三河・美挫

飛騨

遠江・三河・〔信濃〕

美濃・〔信濃〕

美濃・〔信濃〕

伊勢・三河

守屋肋次郎

長谷川藤兵衛勝峯

窪島市郎兵衛長敬

※伊奈半左衛門忠順

万年三左衛門頼安

辻六郎左衛門守参

南条金左衛門則弘

石原清左衛門正則

83193石

６０２６０

７８６５５

４４１０５

４１２２６

８７６９４

５８８５０

４３３５０

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

海

道

筋

4９７３３３

信濃

越後・信濃

越後

越後

越後

越後

越前・能登

越前・加賀越前白山・信波

越後与板

高谷大兵衛盛直

長谷川庄兵衛長貴

馬場新右衛門

鈴木八右衛門重政

鈴木三郎兵衛正守

※依田五兵衛盛照

古郡文右術門年明

馬場源兵術

※謹嚇翼鵯篝譽

※諦蕊驍直
〔尾張家臣〕
千村平右衛門

47945石

５１１２５

７８０１６

７５１８２

６０４０３

２２９１２

８５６２５

８０２２２

２２３７４

北

国

筋

信州坂木

信州

２６６０１

４８９５

５５５３００

小堀仁右術門克敬

辻弥五左衛門守誠

石原新左衛門正氏

雨宮庄五郎寛長

山城･河内･摂津･近江･丹波･播磨

大和

摂津・摂磨

山城・大和・和泉・河内・摂津
近江・丹波・丹後

大和・河内・摂津・播磨・備中

和泉･河内･摂津･播磨･小豆島

山城･大和･和泉･河内･摂津〔備後〕

大和・河内・摂津・近江・播磨

大和・河内・摂津・播磨〔丹後〕

和泉・河内・摂津・丹波

大和・近江・美作

山城・河内

山城・河内・摂津

摂州海表新田

77993石

７０３７６

６５８１５

５５９０２
畿

万年長十郎頼拾

小野朝之亟高保

曲淵市郎右衛門昌隆

金丸又左衛門

長谷川六兵衛安定

久下作左衛門重秀

西与市左衛門

上林峯順重胤

上林又兵衛政武

※劣葦贄辛霊蟇曇

６８６１０

６５２８１

５４７０６

５４１３５

４８９９４

３５９７７

４７２６６

８５０９

５９０２

３４５８

内

筋

6６２９２４
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〔播磨〕・lIli1Ii

美作

石見・隠岐

〔播磨〕備後･備中･伊予･識岐．直１冊

但馬・〔播磨〕・丹後

伊予（加藤大和・上知）

大草太郎左衛門正消

内山七兵衛永貞

井口次右衛門高糖

遠藤新兵術信澄

平岡四郎左術門遺賢

※久下作左衛門重秀

32499石

５４０３８

６０４０４

５５７０４

４７９０５

１５００

法
政
史
学
第
二
十
五
号

中

国

筋

2５２０５０

竹村惣左衛門嘉躬

室七郎左衛門重富

岡田庄太夫俊陳

肥後・肥前・筑前・日向

豊後・豊前

豊前．

1０２６０８

８８６７９

５３３１３

西
国
筋

2４４６００

遠国奉行

佐渡

肥前

山城・伏見廻当分御孤り

佐渡奉行

長崎奉行

伏見奉行(建部内匠頭）

1３０４３３

３４３５

４３２０

1３８１８８

総石高 400万5623石7.0.0

(註）『看益集』所収．「御代官支配所高付」による。 ※は再出の代官

享保14年江戸幕府直轄領の地域別分布第３表

糧錺｜直轄領綱
ケⅢ

]模，安房，上
膠TP1H系’澄碑

う４３１

大和，Ｙﾛ１円，和泉，
正，丹波，播磨〔但脾

う７６３４Ｌ

９０１７９０Ⅲ｜鰯:蓋誓:蝋焉蕊1雛Ⅱ

Ⅲ｜(謂鰡〕’８０６ ｝て訂肘「台'二淫

5240１５００１８０１陸騨．出牢

美作，石見，隠
蒲後，讃岐，伊予

ね国爾 ｌ１ＨＩ 5０１４４444ｍ

四
l口舌帝Ｈｐｐ

ＨＨＩⅡ

(註）〔〕は該当筋外の国を示す。（）は遠国奉行

『享保十四酉年御代官井御預所御物成納払御勘定帳』による。

関東筋

代官支配地

102万6430石

大名預所
遠国奉行

(760)石

直轄領総額

102万7190石

支配地

武蔵，相模，安房，上総，下
総，上野，下野，常陸

畿内筋 6７６３４０ 4万7980 7２４３２０ 山城，大和，河内，和泉，摂
津，近江，丹波，播磨〔但馬〕

海道筋 7３２６１０ ５７７９０ 7９０４００
伊勢,美濃,飛騨,三河,遠江，
駿河,伊豆,甲斐〔信濃〕〔備中〕

北国筋 2７７４４０
3９７９４０

(130950）
8０６３３０ 信濃，越前，能登，佐渡

奥羽筋

中国筋

3７３９４０

4１０１８０

1２６２４０

３４２６０

5００１８０

4４４４４０

陸奥，出羽〔常陸〕

丹後，但馬，美作，石見，隠
岐，備中，備後，讃岐，伊予

西国筋 1２３８６０
２４４００

（3430）
1５１６９０

|］向，豊前，豊後，肥前，肥
後，筑前

362石0800万 82万3750石 444万4550石
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第４表享保15年，江戸聯府直轄領の地域的分ｲ１１

(A）郡代・代官支配地

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地

郡代・代官 支配地 支配 尚

武蔵・相模・下総・〔駿河〕

武蔵・下総・下野

上野・下野

武蔵・上野・下野

伊奈半左衛門忠逵

鈴木平十郎正誠

池田新兵衛富明

後藤庄左衛門正備

〔当分預所〕

後藤庄左衛門正備

岩手藤左衛門信猶

荻原源八郎乗秀

日野小左衛門正晴

岡田庄太夫俊惟

野田三郎左衛門清

（支配勘定格）

田中休蔵喜乗

（勘定組頭）

小出加兵術直昌
八木清五郎茂時

２５万５５８８石

１４６９００

１１９５１４

６０３３９

域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

上野

武蔵・相模

武蔵・相模・上総

武蔵・相模

常陸・下総・下野

安房・下総・上総・常陸

１４５８

９４１９

２０４９

５３６７

２８２５

９８０４

３
７
５
６
７
３

１

武蔵 ３０４７５

下総・下野・武蔵・常陸 ２２７１３

１０７万６４５１石

山城・摂津・河内・大和・丹波

大和

山城・摂津・河内・大和・近江

摂津・河内・和泉

摂津・河内

播磨・和泉

摂津・播磨・但馬・河内

大和・近江

大和

山城・摂津・河内

河内・大和

播磨・但馬

小堀仁右衛門惟貞

原新六郎政久

鈴木小右衛門正興

久下藤十郎式秀

平岡彦兵衛良久

石原清左衛門正利

千種清右衛門直豊

多羅尾治左衛門光

幸田善太夫高成

上林又兵衛政武

角倉与一玄'懐

中島内蔵之助正広

１
９
７
６
３
８
８
３
１
３
１
７

８
０
５
８
１
３
１
５
９
９
０
０

４
９
３
９
７
０
６
０
１
６
５
１

７
５
０
０
６
０
２
７
１
７
６
２

９
９
７
６
６
５
５
２
５
１
１
６

６６万８６４７石五

美濃・伊勢

甲斐

甲斐

駿河・遠江・三河

辻甚太郎守雄

奥野忠兵衛俊勝

坂本新左衛門政留

山田治右術門邦政

４
０
９
８

１
１

５５１２

０５５５

０１３６

５４２９
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岩室新五左衛門正方

長谷川庄五郎忠崇

小宮山杢之進昌世

斎藤喜六郎直房

美濃・三河

飛騨・美艘

甲斐〔下総・上総・常陸〕

駿河･甲斐・伊豆・〔武蔵･相模〕

３４６３

３９９７

３６７８

５９７７
５
５
４
６

１

道 法
政
史
学
第
二
十
五
号

筋

７３万８７４７石

信濃松平九郎左衛門尹親

〔当分預所〕

※碧雛奎辮勢
林兵右衛門正紹

〔尾張藩家臣〕

千村平右衛門政武

１２２４８９

北

信濃・〔遠江〕

越前

７４６０４

６５１２４
国

筋
信濃 ４９０１

２６万７１１８石

森山勘四郎実輝

小林又左衛門正府

〔当分預所〕

※小林又左衛門正府
会田伊右衛門資刑

〔当分預所〕

※会田伊右衛門資刑

〔当分預所〕

※隻馴篭艤集

出羽

出羽

６８８０６

６０５８２

奥
出羽・陸奥 ２５３０１

|埋奥・出羽羽 ７５１３７

|産奥・常|坐

出羽

２５０７０

６５０９２
筋

３１万９９８８石

美濃部勘右衛門茂敦

保木佐太郎慎初

小泉市大夫義真

竹田喜左衛門政為

海上弥兵術良胤

内山七兵衛高永

窪島作右衛門長敷

美作

美作・但Ｍ３

丹後

備中・lllli後

石見・llli後

美作・備中

美作・備中

７４１０

８５８４

２４９２

７７３９

０８５５

０２５９

０２２５

５
４
５
６
６
６
６

中
国
筋

４０７５６４

六
増田太兵衛永政｜豊後・日向・豊前・筑前

西
国
筋

１２３８６５

１２３８６５

３６０万２３８０石
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(B）遠国奉行

(浦賀奉行）
妻木平四郎順I塵

(佐渡奉行）
松平兵蔵政穀
窪田肥前守忠任

(伏見奉行）
北条遠江守氏朝

(長崎奉行）
三宅周防守康敬
細井因幡守安明

江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）

相模 ７７０石

佐渡 １３ ０９５２

u城 ４４９４

肥前 ３４３５

１３万９６５１石

(O）大名預所

興
廃鈎
伽
ｚ
‐
諭
涌
叫
式

潤井左

高田藩三
松平越

長岡藩三
牧野駁

新発田？
溝口信

断川藩三
小笠原

刑中藩二
本多豊

唖路藩三
榊原式

高松藩二
松平誰

松江藩二
松平仕

松山藩。
松平院

鳥原藩二

Ｕ

ｊ
閂
】
【
』

一

一

七

Ｕ
□

Ⅲ

(註）『去成年（享保15年）御取箇相極候帳』による。 ※は再出の代官
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